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令和５年度 子ども模擬議会議事日程 

 

令和５年１１月１４日（火）午後２時開会 

 

 

１ 開 会 宣 告 

 

１ 開 議 宣 告 

 

１ 町 長 あ い さ つ 

 

 日 程 第 １ 議席の指定 

 

日 程 第 ２ 会議録署名議員の指名 

  

日 程 第 ３ 会期の決定 

 

 日 程 第 ４ 一般質問 

 

１ 閉 会 宣 告 
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 11．岡島 康汰        栄    中 ２年４組 

 12．長沼 柚夏        栄    中 ２年２組 
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 14．髙安 全         栄    中 ２年２組 
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16．五木田 莉音       栄    中 ２年３組 議長 

 

出席説明員名簿（２０名）   

  

協力 

栄町立安食小学校              栄町立布鎌小学校 

栄町立安食台小学校             栄町立竜角寺台小学校 

栄町立栄中学校 

 

議会事務局 

議会事務局長   藤江 直樹    書記   春藤 幸夫 

 

担当 

教育委員会教育課 

 

 

町長 

副町長 

参事兼総務政策課長 

参事兼くらし安全課長 

企画財政課長 

経済環境課長 

都市建設課長 
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住民課長 

健康介護課長 

橋本 浩 

古川 正彦 

本橋 義正 

奥野 陽一 

加瀬 雅弘 

大野 茂夫 

長澤 康幸 

岩井 充雄 

金子 治 

稲葉 彰司 

 福祉・子ども課長 

下水道課長   

会計管理者 

教育長 

教育次長 

教育課長 

給食センター長 

生涯学習課長 

参事兼消防長 

消防総務課長 

伊藤 寧章 

岡田 暢生 

早野 恵美子 

藤ケ崎 功 

勝田 博之 

西宮 信吾 

由井 茂 

稲葉 正和 

丸 彦衛 

小川 高司 
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１４時００分開会 

●藤江議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●五木田議長 

 

●五木田議長 

 

 

 

 

 

 

 

●橋本町長 

●五木田議長 

 

●橋本町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起立。礼。着席。 

皆さん、こんにちは。私は、議会事務局長の藤江と申します。 

令和５年度「子ども模擬議会」の開会前に先立ち連絡事項を申し

上げます。 

はじめに、本日の議員の皆様をご紹介いたします。 

本日の議員は、安食小学校から２名、布鎌小学校から２名、安

食台小学校から２名、竜角寺台小学校から２名、栄中学校から８

名、計１６名の小学生及び中学生議員が参集されております。 

なお、氏名のご紹介は、お手元に配付いたしました議員名簿に

より、ご紹介に代えさせていただきます。 

次に、説明員の紹介をいたします。本日は、町長、副町長、教

育長をはじめ、各課長を含め２０名出席しております。 

氏名の紹介は、「説明員名簿」により紹介に代えさせていただき

ます。次に、本日の議長をご紹介いたします。 

議長には、栄中学校２年３組の五木田莉音さんが選出されてお

りますので、ご紹介いたします。 

以上で、連絡事項といたします。 

それでは、五木田議長、議長席にお着きください。 

はい。 

【五木田 議長 着席】 

私は、本日の子ども模擬議会の議長を務めさせていただきま

す、栄中学校２年３組の五木田 莉音です。 

よろしくお願いいたします。 

＜開会宣告＞ 

ただいまから令和５年度子ども模擬議会を開会いたします。 

＜開議宣告＞ 

ただちに本日の会議を開きます。 

ここで、橋本町長からごあいさつをいただきます。 

議長。 

橋本町長。 

＜町長あいさつ＞ 

小・中学生の子ども議員の皆さん、こんにちは。ただいま、五

木田議長よりご紹介いただきました、町長の橋本でございます。 

本日は、この議場において令和５年度「子ども模擬議会」を開

催するにあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

始めに、この模擬議会は、体験学習の一環として、普段皆さん

が、この町で生活する上で感じた身近なことや素朴な疑問点、あ

るいはこの町を活気づけるためのご要望やご提案などを伺い、皆

さんの地域に対する関心を高めることを目的に、本日小・中学生

で開催されるようになってから、はや第９回目を迎えたところで

ございます。 

この時期皆さんにおかれましては、日々の学習や運動などで、

日々忙しく過ごされている中、ご参加いただきまして誠にありが
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●五木田議長 

 

●五木田議長 

 

 

●五木田議長 

 

 

 

●五木田議長 

 

 

 

●五木田議長 

 

 

●五木田議長 

 

 

 

 

 

●松永議員 

 

 

とうございます。また、各小・中学校の校長先生を始め、諸先生

方におかれましても、学校行事や授業等で何かとご多用にもかか

わらず、ご理解とご協力をいただきましたことをこの場をお借り

いたしまして、改めてお礼申し上げます。 

さて、皆さんから事前に提出された一般質問通告書のご意見・

ご要望・ご提案などを拝見いたしました。栄町の人口に関するご

質問をはじめ、防災、ＳＤＧｓ、公共交通、地域との協働、税金

に使い方に至るまで、皆さんの町への関心の高さ、また、その質

問の視点の鋭さに感心しました。私と同様に、本日傍聴されてお

ります町民の皆さんも、大変心強く思われることでしょう。 

この後早速、皆さんからの一般質問による答弁を行いますが、

この議場の雰囲気にのまれることなく、リラックスして、栄町を

よりよくするという熱い思いを我々にぶつけるように大きな声

で発言していただけるようお願いいたします。 

最後になりますが、本日、この議場においての体験が、皆さん

にとって有意義で、忘れることのない貴重な思い出になることを

期待いたしまして、あいさつといたします。 

今日はよろしくお願いいたします。 

 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

＜議席の指定について＞ 

日程第１、議席の指定を行います。議席は、ただいま各議員着

席のとおり指定いたします。 

＜会議録署名議員の指名について＞ 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議席番号十四番、栄中学校、髙安全さん及

び、議席番号十五番、栄中学校、芝原悠爾さんを指名いたします。 

＜会期の決定について＞ 

日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本議会の会期は、本日一日にしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

全員 「異議なし」 

異議なしと認めます。よって、本議会の会期は、本日一日に決

定いたしました。 

＜一般質問＞ 

日程第４、一般質問を行います。本議会における質問時間は、

町執行部説明員の答弁を含めて、６分以内といたします。議席順

にしたがい、質問を許します。 

 

初めに、議員番号１番、竜角寺台小学校、松永爽人さんの発言

を許します。松永爽人さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１番、竜角寺台小学校、松永爽人です。それで

は、質問させていただきます。 

日々、魅力ある町づくりに取り組んでいただきありがとうござ
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●橋本町長 

●五木田議長 

●橋本町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。私が考える栄町の魅力は、２つあります。１つめは、自

然豊かであることです。緑が多く、水に囲まれているため、空気

が澄んでいて自分の心もきれいになります。２つめは、楽しい学

校があることです。学校に行くととても幸せな気持ちになりま

す。広い学校で友達や先生たちと楽しく遊ぶことができ、毎日楽

しく過ごせています。 

しかし、こんなにも魅力がある栄町ですが、人口が近年減少し

続けています。そこで、人口減少を防ぐために「千葉県印旛郡栄

町人口ビジョン」を掲げていると思いますが、具体的にどのよう

な取組を行っているのでしょうか。教えていただきたいです。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、松永爽人議員のご質問について、お答えいたします。 

平成２５年に国立社会保障・人口問題研究所が公表した市町村

別の将来の人口推計によれば、栄町の人口は減少が続き、２０４

０年には約１３、０００人まで減少すると見込まれ、これを受け

た民間の研究機関は２０代から３０代の若い女性が約７７％減

少すると発表しました。自治体消滅の可能性が千葉県内で№１と

いう衝撃的な新聞報道がなされました。 

また、町の人口年齢構造は、高齢者が多く若い世代が少ないと

いう極端に偏った状況になっています。 

 そのため町では、このような人口の現状と課題を整理し、将来

人口を展望した人口ビジョンを策定したところですが、令和２年

３月に改定した人口ビジョンにおいては、若い世代の転入促進と

転出抑制などにより、人口の減少スピードをゆるやかにするとと

もに、人口の年齢構造を変えることを基本目標に掲げ、持続性の

ある町づくりを進めることとしています。 

 その基本的な考え方は、１つとして「安心して子育てができる

栄町をつくる」、２つとして「地域特性を生かし、産業が活性化

した栄町をつくる」、３つとして「若者をはじめ誰もが住みやす

い栄町をつくる」という３つの戦略に基づき様々な取組みを、進

めてきたところです。 

 その結果として、転入数から転出数を差し引いた社会増減が、

平成２３年度当時、マイナス２２３人だったものが、令和３年度

には２４年ぶりにプラス１０人となり、令和４年度ではプラス１

０４人、そして今年度の４～７月の集計ではプラス８９人となっ

ています。 

 しかしながら、出生数の減少や高齢化などの影響により、人口

そのものは減少傾向にあるため、松永議員が考えている栄町の魅

力をもっと発信するとともに、引き続き安心して子育てしやすい

環境や子育て世代の転入者を増加させる取り組みを速やかに実

施していくことにより、人口の年齢構造を変え持続性のある栄町

づくりを進めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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●松永議員 

●五木田議長 

●松永議員 

 

 

 

 

 

●企画財政課長 

●五木田議長 

●企画財政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●松永議員 

●五木田議長 

●松永議員 

 

 

●五木田議長 

 

議長。 

松永爽人さん。 

ご回答ありがとうございます。 

魅力ある町づくりにするために、人口ビジョンの取組を進めて

いただきましてありがとうございます。その中の取組にある「若

者をはじめ誰もが住みやすい栄町をつくる」についてもう少し詳

しく知りたいです。具体的な内容を教えていただきたいです。よ

ろしくお願いいたします。 

議長。 

企画財政課長。 

それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

誰もが住みやすい栄町をつくり、若い世代の転入者を増やして

いくため、町ではさまざまな取組を進めています。 

誰もが住みやすい町としていくために、安食駅がより利用しや

すくなるようにＪＲ東日本との話し合いや増発等の要望、安食交

差点の渋滞解消などの国道や県道の整備促進、町内や成田空港、

町周辺の就職情報をホームページへ掲載するなどを積極的に行

っているところです。 

また、出産する方への産前・産後サポート事業、赤ちゃんの出

産祝い金、親子で安心して利用できるキッズランドの運営、子育

て相談を LINE で行うほか、高校生までの子ども医療費助成、第

３子以降の給食費を無料とすることなど、子育てをする方への支

援に力を入れています。 

その他、デジタル化の推進として、SNS を活用して町の情報の

提供、キッズランドや子どもの健診などの予約が可能となってい

ますが、今後は役場に来なくても、施設の予約や申請手続きがで

きるよう、進めていきたいと考えています。 

次に、転入者支援として、定住・移住奨励金制度を行っており、

さらに中学生以下のお子さんがいる場合は、奨励金が加算されま

す。また、一度町外に子どもが転出して栄町に帰ってきた場合、

親に支援金を交付する制度などがあります。 

次に、若い世代の結婚新生活の応援として、結婚後の住宅購入

費やアパート等の家賃・引っ越しに掛かった費用の補助を行って

います。 

今後も、誰もが住みやすい栄町をつくるよう努めてまいりま

す。 

以上、答弁といたします。 

議長。 

松永爽人さん。 

「千葉県印旛郡栄町人口ビジョン」の説明ありがとうございま

した。町として取り組んでくださっていることに感謝します。自

分でもできることに取り組んでいきたいと思います。 

これで、松永爽人さんの一般質問を終わります。松永さん、自

席にお戻りください。 
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●相原議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

●橋本町長 

●五木田議長 

●橋本町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相原議員 

●五木田議長 

●相原議員 

 

次に、議員番号２番、竜角寺台小学校、相原彩希さんの発言を

許します。相原彩希さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号２番、竜角寺台小学校、相原彩希です。それで

は、質問させていただきます。 

 私たち町民のために住みやすい環境づくりに、日々励んでくだ

さりありがとうございます。道路の舗装や公園の改装などを行っ

てくださっているため、安心して道路を歩いたり、公園で遊んだ

りすることができています。 

 しかし、路線バス、町循環バスの本数や方面に少し不便さを感

じています。路線バス、循環バスなどの交通手段について、町と

しては住民のためにどのようにお考えでしょうか。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、相原彩希議員のご質問にお答えいたします。 

 栄町の公共交通全体の状況としては、路線バス、循環バスの他、

鉄道やタクシーなどが運行しています。その利用者数は、人口減

少や自家用車の普及により、減少傾向にあります。 

 一方で、高齢化の進展や運転免許証を返納する方の増加などか

ら、公共交通の役割はこれまで以上に重要になると考えていま

す。 

そこで、鉄道やバス、タクシーを運行する事業者、警察等の関

係行政機関、住民の代表者などを委員とする栄町地域公共交通会

議や、町民の方からのご意見等を踏まえ、令和５年３月に「栄町

地域公共交通計画」を策定いたしました。 

この計画は、今後の人口減少や高齢化を見据えつつ、栄町にあ

った公共交通のあり方を検討するとともに、町民の誰もが将来に

わたり、安心して暮らし続けられるように、様々な公共交通を効

率的に持続させていくための方向性を示したものです。 

今年度からは、本計画に基づき、路線バスと循環バスのルート

などの見直しや、電車との乗り継ぎがしやすくなるような調整、

事前予約をして目的地に行くデマンド交通システムの導入など、

具体的な取組について、事業者との調整や協議を進めているとこ

ろです。 

また、県道鎌ヶ谷本埜線バイパスの開通後には、印旛日本医大

駅方面への、バス運行の実証実験を開始してまいります。 

なお、バスルートの見直しや、新たな公共交通の導入にあたり

ましては、係る費用やそれに対する利用者数の想定などを十分検

討したうえで、町全体として、町民にとってより利便性の高い公

共交通となるようにしていきたいと考えています。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

相原彩希さん。 

ご回答ありがとうございました。 

バスのルートの見直しや電車との乗り継ぎ調整、デマンド交通
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●企画財政課長 

●五木田議長 

●企画財政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相原議員 

●五木田議長 

●相原議員 

 

 

●五木田議長 

 

 

 

 

●森議員 

 

 

 

 

 

 

 

●橋本町長 

システムの導入などの取組を進めていただき、ありがとうござい

ます。デマンド交通システムについてですが、具体的にどういう

取組なのか、それを導入することによってどのような利点がある

のか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 

議長。 

企画財政課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

まず、一般のタクシーは、必要な時に自宅前等に呼んだり、駅

前等のタクシー乗り場で乗車したり、目的地に直接向かいます。 

これに対しデマンド交通システムは、他の市町村では、事前に

予約を行い、自宅前などから乗車し、他の予約した人の乗車場所

を回って乗り合い、駅や病院、買い物等の目的地に直接行くこと

ができる交通システムをいいます。 

具体的な内容は、各市町村で異なりますが、乗車場所について、

自宅前から乗車できるもの又は各地区にバス停のように乗車場

所を定めているものがあり、乗車料金については、タクシーのよ

うに距離によって増えていくわけではなく、１回３００円や５０

０円など料金は低額となっています。 

また、使用する車両は、ワゴン車などバスより小さい車なため、

導入する自治体が増えています。 

デマンド交通を運行する利点として、路線バスや循環バスが走

っていない地域に導入することで、時刻表によらず自由に時間を

気にせず買い物や病院等へ行く際に大変便利になると考えてい

ます。 

以上、答弁といたします。  

 議長 。 

 相原彩希さん。 

 栄町の交通状況について説明ありがとうございました。デマン

ド交通システムについても理解することができました。これで質

問を終わります。 

これで、相原彩希さんの一般質問を終わります。相原さん、自

席にお戻りください。 

 

次に、議席番号３番、安食小学校、森柑菜さんの発言を許しま

す。森柑菜さん、質問者席に移動をお願いします。 

はい。議席番号３番、安食小学校、森柑菜です。それでは、質

問をさせていただきます。 

 社会科の学習でＳＤＧｓについて学び、国内各地でも環境を守

るための様々な取り組みがあることを知りました。その中で私た

ち小学生でも取り組めることがたくさんありました。 

栄町では、環境を守るためにどのようなリサイクルに取り組んで

いますか。もし、その中で私たち小学生でも取り組める活動があ

れば教えてください。 

議長。 
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●五木田議長 

●経済環境課長 

 

 

 

 

 

 

 

橋本町長。 

それでは、森柑菜議員のご質問にお答えいたします。 

 町では、リサイクルの取組として、安食台・酒直台・竜角寺台

の３地区で、生ごみを「燃えるごみ」としてではなく、「資源」

として捉え、回収した生ごみをたい肥化して、肥料として再利用

する「生ごみ集団資源回収モデル事業」を実施しています。 

 また、地域でビン、缶、新聞紙、段ボール、雑誌などを回収し

て資源物として有効に役立てるリサイクル活動を行っている子

ども会、自治会、シルバークラブ、小中学校ＰＴＡなどの団体を

支援する取り組みを行っています。 

 その他、ペットボトル、缶、瓶、紙類など、きちんと種類ごと

に分別し、リサイクルできる資源物とするために町の広報紙やホ

ームページで啓発しています。 

 なお、分別して回収した資源物は、裁断したり、溶かしたりし

てリサイクルの原料となり、リサイクル製品として生まれ変わり

ます。 

 森議員や児童・生徒の皆さんが取り組めるリサイクル活動です

が、先ほど、お答えした「ごみの分別」が第一歩となりますので、

栄町のごみの分別方法を良く理解していただき、分別に取り組ん

でいただければと思います。また、リサイクル活動が行われてい

る地域もありますので、積極的に活動に参加したり、何か購入す

る時には、リサイクル製品を選ぶことも皆さんが取り組める活動

となります。 

 是非、ご家庭で実践していただければと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

森柑菜さん。 

ご回答いただきありがとうございます。 

安食台、酒直台、竜角寺台地区で、生ごみをたい肥化する事業

を行っていることを初めて知りました。そこで質問なのですが、

生ごみを肥料として再利用する「生ごみ集団資源事業」の内容に

ついて、もう少しくわしく説明してください。また３地区で行わ

れているということですが、今後、安食地区でも行う可能性はあ

りますか。よろしくお願いします。 

議長。 

経済環境課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

「生ごみ集団資源事業」については、生ごみを堆肥の原料とな

る資源物として回収、再生することで、ごみの減量化を図るもの

で、令和２年度に竜角寺台自治会の協力を得てスタートし、その

後、酒直台自治会や安食台地区のそれぞれの自治会の協力を得て

モデル事業として行っております。 

地区内世帯の家庭から出る残飯や野菜くずなどを袋に入れて

いただき、各自治会の集団資源の回収日に集積所へ設置した生ご
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●五木田議長 
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み専用コンテナボックスの中に置いていただくものです。 

集めた生ごみは、町内の民間堆肥施設で堆肥化され、出来上が

った堆肥は、事業者のご厚意により希望があれば地域の花植えや

家庭菜園などに活用していただくよう無償で提供しています。 

なお、今後、安食地区で行う可能性につきましては、集積所か

ら生ごみを回収するため、カラスによる生ごみの散乱や生ごみの

汁など周辺の方に悪影響を及ぼさないように集積所を管理して

いただく必要があります。なお、各集積所の管理については、利

用者の方々で行っていただいていることから、地域の中で同意を

いただき、なおかつ地域の自治会のご協力をいただければ、実施

していきたいと考えています。 

以上、答弁といたします。 

議長。 

森柑菜さん。 

ＳＤＧｓについてのご回答ありがとうございました。私もＳＤ

Ｇｓについて考えを深めたいと思います。これで質問を終わりま

す。 

これで森柑菜さんの一般質問を終わります。森さん、自席にお

戻りください。 

 

次に、議席番号４番、安食小学校、濵本優月さんの発言を許し

ます。濵本優月さん、質問者席に移動をお願いします。 

はい。議席番号４番、安食小学校、濵本優月です。それでは、

質問させていただきます。 

先日、租税教室で税金について学習し、税金の大切さを改めて

知ることができました。税務課のみなさん、わかりやすい授業を

してくださり、ありがとうございました。 

栄町では、税金の使い方について議会で話し合われていると学

習しましたが、実際に栄町の住民のため、また、住みやすい町に

するため、どのようなことに税金が使われているのでしょうか。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、濵本優月議員のご質問にお答えいたします。 

税金の使い方については、町を運営し、住民の皆さんが、健康

で快適な環境のもと、安心して生活をするための予算案をつく

り、議会で話し合って決めています。 

その内容としては、様々な事業の費用が計上されていますが、

先ずは、皆さんの身近なところから、主なものを説明いたします。 

はじめに、皆さんの学習環境を整えるため、パソコンの借上料

や学校・体育館、ふれあいプラザさかえなどの修理費や照明、エ

アコンなどの電気代、また、給食の調理や配送をするための経費

などに使っています。 

次に、子どもからお年寄りまでの福祉・医療・介護などへの使

い方としては、保育園や放課後児童クラブの運営費、児童手当の
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費用、子育て世帯の医療費、障がいのある方の介護や施設を利用

する費用、また、インフルエンザや新型コロナウイルスワクチン

などの予防接種の経費に使っています。 

次に、皆さんが日常生活をするうえで必要なごみを処理するた

めの経費、また、通学路などの道路整備や下水・雨水の処理の経

費などに使っています。 

最後に、火災や災害から住民の皆さんを守るための消防車や救

急車などの整備や災害情報をお知らせするための防災行政無線の

管理経費などに使っています。 

これらの分野以外でも、住民の皆さんが安心して、住みやすい

町にするため、様々な事業に税金は使われています。栄町の未来

を豊かなものにするために、これからも税金を適切に使い、町全

体の発展に努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

濵本優月さん。 

ご回答いただきありがとうございます。 

私たちが快適で安心な生活ができるように税金が使われてい

ることを知りました。学校のためにも税金が活用されていること

も知り、物を大切にしていこうと思いました。 

そこで質問なのですが、税金の使われ方について議会で話し合

って決定していると聞きましたが、町民の要望はどこで、どのよ

うに取り入れて決めるようにしているのですか。よろしくお願い

します。 

議長。 

企画財政課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

町民の要望はどこで、どのように取り入れて決めているかとの

ご質問ですが、様々な事業は、町の基本計画に基づき実施してい

ます。 

この基本計画を作るにあたっては、先ず、町民２、０００名を

対象とした町民意識調査及び様々な団体の方や町内の若者会議

などで直接ご意見やご要望をお伺いし、それらを踏まえ、基本計

画の素案をまとめています。 

そして、その素案をホームページなどで公表し、町民の方から

ご意見をお伺いしております。 

その後、素案へのご意見やご要望を踏まえ基本計画の原案を作

成し、専門的な知識のある方や、子育て・健康・農業・観光など

各分野の方、町民の代表の方などで構成される「栄町政策審議会」

の会議でご意見を伺い、町の基本計画として、決定しています。 

また、子ども議会でいただいた意見を取り入れて安食小学校の

グランドを改修して、昨日落成式を行ったところですが、新たに、

町長が小学校６年生と給食を食べながら交流を図り、６年生の皆

さんの率直な考えや意見をお聴きしています。 
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今後も、税金が有効に活用できるよう、町民の皆さんのご意見

を伺いながら、「子どもから高齢者まで全ての町民が、将来に向

かって健康で安心して暮らすことができる住みやすいまち」をつ

くるよう、努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

濵本優月さん。 

税金の使い方についての説明ありがとうございました。税金の

必要性がよくわかりました。これで質問を終わります。 

これで濵本優月さんの一般質問を終わります。濵本さん、自席

にお戻りください。 

 

次に、議席番号５番、布鎌小学校、岡田直大さんの発言を許し

ます。岡田直大さん、質問者席に移動をお願いします。 

はい、議席番号５番、布鎌小学校、岡田直大です。それでは、

質問させていただきます。 

布鎌小学校のグラウンドは自然が豊かでたくさんの生き物や

植物を見ることができます。休み時間にはたくさんの児童が外遊

びを楽しんでいます。また、春には陸上大会に向けてグラウンド

で陸上練習に取り組んでいます。 

 陸上練習のリレーで走っている時に雑草が生えていたり、グラ

ウンドの土がぼこぼことしていたりして走りにくかったことが

ありました。先生方や体育委員会を中心に定期的に除草作業やグ

ラウンド整備を行っているのですがなかなか全てをきれいにす

ることはできません。 

そこで質問をします。グラウンドを整備し、雑草が生えてこな

いような土にしていただきたいと思うのですがいかがでしょう

か？ 

議長。 

 藤ケ崎教育長。 

それでは、岡田直大議員のご質問にお答えいたします。 

 布鎌小学校の校庭は、議員がおっしゃるとおり、現在草が生え

ているグラウンドになっております。 

 グラウンドに雑草が増えてしまう原因は、大きく２つの理由が

考えられます。 

 １つとして、雑草の成長スピードの方が、除草作業やグラウン

ド整備作業より早いこと。 

 ２つとして、グラウンドの使用頻度が少なく、雑草が生えやす

い状況にあることがあげられます。 

 雑草が生えてこないような土にしていただきたいとのご要望

ですが、雑草が生えてこない土はなく、グラウンド改修工事には、

多大な費用及び時間がかかることから、学校の校舎・体育館・グ

ラウンドなどの施設整備につきましては、計画的に進めており、

早急な対応は難しいと考えております。 
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 布鎌小学校のグラウンドの様な草（天然芝）のグラウンドの特

徴として、転んだ時の痛みをやわらげたりけがの発生を防ぎ、見

た目にも美しく、温度上昇を抑えたり、砂ぼこりの飛散防止など

機能性の高い素晴らしいものです。 

 ただし、維持管理は不可欠で、先生方や児童のみなさん、PTA

やふれあい推進員のみなさんのご協力により、草刈や整備を行っ

ていただいていることは把握しております。 

 今後も先生方とも相談しながら引き続き除草作業や整備に取

り組んでほしいと思います。その際に必要な道具等の不足がある

場合は、相談してください。 

教育委員会としましては、平成１０年にグラウンド全面改修工

事を実施し、令和４年３月には、学校の要望により新しい草刈り

機を購入しています。また、よりよい状況を継続して維持し、計

画的なメンテナンス作業ができるように、取り組んでいきたいと

考えています。 

 以上、答弁といたします。 

 議長。 

岡田直大さん。 

ご回答ありがとうございます。天然芝であるグラウンドの良さ

について初めて知ることができました。これからも自然豊かな布

鎌小学校のグラウンドを大切に使っていきたと思いました。 

そこで質問です。必要な道具等の不足ある場合は相談してくだ

さいとあるのですが、どのような道具や機械があるのか詳しく教

えてください。 

議長。 

教育課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

現在、布鎌小学校が使用しているグラウンド整備や除草作業で

使用されている道具について確認をしました。 

人の力で使用する道具としては、草を刈るための道具に「鎌」

があります。刈った草を集める道具として「熊手」「集草フォー

ク」「テミ」、運搬する道具として「リヤカー」「一輪車」があ

ります。また、先生方や保護者の方が使用できる「肩掛け式刈り

払い機」「自走式草刈り機」があります。 

また、グラウンドを整備するための道具として「トンボ」「グ

ラウンドブラシ」「スコップ」があります。 

学校で作業を実施するための道具としては、町内の他の小中学

校と同様に十分に種類はそろっていると考えられます。たださら

に、今年度 150 周年記念事業実行委員会から肩掛け式刈払い機 3

台を寄贈していただいたと聞いております。 

今後も道具が古くなって使いにくくなったり、壊れてしまった

りした場合や数が不足して作業の効率が悪い場合などは相談を

してください。 

また、学校の行事等で大がかりな整備が必要な場合は、役場の
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中にもう少し大きな草刈り機等がありますのでご相談いただけ

ればと思います。 

それ以上の整備や補修になると、専門的な業者の方にお願いし

て行わなければならない作業となるため、町内の小中学校の補修

や改修を計画的に進めているところです。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

岡田直大さん。 

 どのような道具や機械があるのかの説明ありがとうございま

した。これで質問を終わります。 

これで、岡田直大さんの一般質問を終わります。岡田さん、自

席にお戻りください。 

 

次に議席番号６番、布鎌小学校、冨井愛加さんの発言を許しま

す。冨井愛加さん、質問者席に移動をお願いします。 

 はい。議席番号６番、布鎌小学校、冨井愛加です。それでは質

問させていただきます。 

 栄町は自然が豊かで、私たちが住んでいる布鎌地区には田んぼ

や川が広がり、たくさんの生物が住んでいる自慢の町です。そん

な自然を見ながら登下校できることをとても幸せに思います。 

 先日、夜寝ていると国道３５６号の道路を物凄い音をだしなが

ら走るバイクにより、驚いて起きてしまいました。毎日ではない

のですがそういうことが時々あります。特に夏休みの時期に多い

です。 

 そこで質問です。栄町では国道３５６号等の大きい道路の騒音

対策をどのように行っているのですか。 

 議長。 

 橋本町長。 

それでは、冨井愛加議員のご質問にお答えいたします。 

ご質問のバイクの騒音については、曜日や時間帯が決まってい

れば、町から警察にお願いして警戒していただくなど、あまりに

もひどい場合は検問や取り締まりをお願いすることも可能です

ので、相談していただければと思います。 

また、今回のご質問のように、毎日ではなく時々あるというこ

とであれば、もう少し具体的な内容を教えていただき、まずは町

から警察に状況を説明して警戒していただくようにお願いして

まいります。 

特定できない場合でも、バイクなどの騒音が起きた時に警察に 

直接連絡していただければと思います。 

なお、バイク以外の騒音対策として、布鎌地区を通っている３

５６号バイパスは大型車の通行が多いため、舗装の痛みや段差に

よってドーンという大きな音がするという通報もあります。 

その場合には町から道路を管理している千葉県印旛土木事務

所に連絡して道路の補修をお願いしています。 
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自然が豊かで住みやすい環境は、栄町の自慢の一つです。 

町民の方々の生活環境を悪化させないように、引き続き良好な 

生活環境の確保に努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 冨井愛加さん。 

ご回答ありがとうございます。今後は騒音がひどいときには警

察に連絡して対応してもらいたいと思います。 

そこで質問です。舗装の痛みや段差がある場合は、道路の補修

を千葉県印旛土木事務所に連絡しているということですが、道路

の点検はどのように実施しているのか教えてください。 

議長。 

都市建設課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

町では、定期的に道路の点検を行っております。その点検方法

としては、１つとして、職員による道路パトロールがあります。 

実施にあたっては、町内をブロックに分けて週１回、主に比較

的交通量の多い町道を優先的に点検し、併せて国道３５６号につ

いても点検を行っています。 

２つとして、年２回の教育委員会、ＰＴＡ連絡協議会、警察署、

道路管理者などで構成される「栄町通学路安全推進会議」で通学

路交通安全プログラム点検を行っています。 

これらの点検結果を基に、町が管理する道路については町が修

繕などを行い、千葉県が管理する道路については千葉県印旛土木

事務所へ点検結果を連絡し修繕などを行っていただいています。 

なお、千葉県印旛土木事務所でも定期的な点検を行っていると

聞いております。 

このように点検結果を基に道路修繕を行っておりますが、冨井

議員をはじめ児童、生徒の皆さんにも、気になる箇所がありまし

たら学校を通じ情報提供いただければと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 冨井愛加さん。 

 道路整備についてのご回答ありがとうございました。これで質

問を終わります。 

これで、冨井愛加さんの一般質問を終わります。冨井さん、自

席にお戻りください。 

 

 次に、議席番号７番、安食台小学校、大野貴尋さんの発言を許

します。大野貴尋さん、質問者席に移動をお願いします。 

 はい。議席番号７番、安食台小学校、大野貴尋です。それでは、

質問させていただきます。 

 ぼくたちの学校では、夏の体育の授業で、町営プールを利用し

て、楽しく学習しています。町のバスで移動し、時間の調整など
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を先生方が行ってくれています。しかし、町営プールは、老朽化

しているようで、プールサイドが傷んでいるところがあり、サン

ダルを履かないと、けがをしてしまう危険性があります。また、

雨が降ると水泳の回数が減るということを先生から聞きました。 

 そこで、プールの時間を確保していただくため、印西温水プー

ルを利用できないでしょうか。印西温水プールは、生活から出る

ゴミを燃やした熱を利用し、温水プールとして開放しているの

で、僕たちもリサイクルなどを学べる機会になると思います。 

 議長。 

 藤ケ崎教育長。 

それでは、大野貴尋議員のご質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止されていた水泳の授

業が、４年ぶりに再開され、楽しかったということで、うれしく

思います。 

ご質問にあった、室内プールの使用についてですが、教育委員

会としても近隣の市町を参考にして、より効果的で効率よく水泳

指導が行えるよう調査しているところです。議員のおっしゃる印

西温水プールももちろん素晴らしい施設ではありますが、例え

ば、議員が通っている安食台小学校から印西温水プールまで行く

のに、移動にかかる時間が今よりも多くなってしまうことから、

他の学習時間にも影響するなどの課題があります。どのような方

法で皆さんの楽しい水泳学習がしっかり確保できるか、学校と相

談していきます。 

以上、答弁といたします。 

 議長。 

 大野貴尋さん。 

ご回答いただきありがとうございます。室内プールについて

は、印西市小林にも温水プールがあると聞きました。インターネ

ットで調べたところ、安食台小から移動でかかる時間も、町民プ

ールに移動する時間とほぼ一緒です。こういった室内プールの利

用についてどのように検討しているか教えてください。 

議長。 

教育課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

ご質問にあるように、印西市小林には室内プールを所有する民

間のスイミングスクールがあります。夏休み中に、スイミングス

クールの担当の方と連絡をとり、体育科の水泳の授業を実施した

場合の費用や指導者等について、お話を伺ってきました。 

今後、伺った内容を踏まえ、町民プールの適切な改修や効果的

な活用方法をはじめ、室内プールを使用していくことのメリット

やデメリット等を話し合い、様々な選択肢の中から、皆さんの安

全で楽しい水泳学習について検討を重ねてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 
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 大野貴尋さん。 

 印西温水プールについてのご回答ありがとうございました。こ

れからも貴重な水泳の時間の確保をお願いします。これで質問を

終わります。 

これで、大野貴尋さんの一般質問を終わります。大野さん、自

席にお戻りください。 

 

 次に、議席番号８番、安食台小学校、川島柚穂さんの発言を許

します。川島柚穂さん、質問者席に移動をお願いします。 

 はい。議席番号８番、安食台小学校、川島柚穂です。それでは、

質問させていただきます。 

 JR 安食駅の電車は、１本のがすとなかなか来ない時間帯があ

り、高校生の姉も大変困っています。私もいずれ、安食駅を利用

して高校に通うかもしれません。電車の本数を増やすよう、町か

ら JR へ要望していただけないでしょうか。 

 議長。 

 橋本町長。 

それでは、川島柚穂議員のご質問にお答えいたします。 

 成田線の電車の本数の増発については、利用者の利便性の向上

や町の活性化のために、重要な課題であると考えております。 

 このことは、栄町だけでなく、我孫子～成田間の成田線の沿線

７市町も同様に課題として考えていることから、「成田線（我孫

子～成田間）活性化協議会」を組織し、成田線の増発や我孫子駅

や成田駅での乗り継ぎ時間の短縮等について、毎年、東日本旅客

鉄道（JR 東日本）株式会社首都圏本部及び千葉支社に対して要

望活動を実施しています。 

 その他、活性化事業として、沿線地域で活動する市民団体や

JR 東日本と連携して、駅から自然や歴史を満喫するハイキング、

駅周辺の清掃活動を行うクリーンアップ事業、SNS を利用して駅

や成田線の写真展の開催などを行っています。 

 さらに、本年度は町独自の取組として、JR 成田駅の駅長と要

望も含めた意見交換を行い、少しでも安食駅の利便性向上に繋が

るよう努めているところです。 

 しかしながら、人口減少等により乗降客数が減少する中での増

発の要望については、JR 東日本からの回答では現状大変厳しい

ところもございます。そこで、乗降客数が増えるように、町では、

若い世代の転出抑制と転入者を増やすために、新たな住宅開発や

大学生への通学定期代の補助などの対策を実施しているところ

です。 

今後も、引き続き JR 東日本に対し要望活動を行い、住民の皆

様の利便性向上を目指してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 川島柚穂さん。 
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ご回答いただきありがとうございます。人口減少等により乗降

客数が減少する中での増発が大変厳しいという点、理解しまし

た。増発が無理なら、せめて、始発を少し早い時間にしていただ

くことは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。 

 議長。 

 企画財政課長。 

 それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現在の JR 成田線の始発時間は、我孫子・上野方面への上り線

は安食発４時５８分、成田方面への下りは安食発６時４分となっ

ています。 

始発駅から安食駅までの運行距離の関係で、下りが約１時間遅

い運行状況です。 

 町ではこれまで、JR 東日本に対して継続して要望活動を行っ

てきたところですが、増発や乗り継ぎの接続改善については要望

しているものの、現在の始発時間を早めることについては具体的

に要望していませんでしたので、改めて積極的に要望していきた

いと考えています。 

 なお、今後町では、成田スカイアクセス線印旛日本医大駅方面

へのバスの実験運行を考えているところです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 川島柚穂さん。 

 JR 安食駅についてのご回答ありがとうございました。今日、

ご回答いただいたことを姉にも伝えてみようと思います。これで

質問を終わります。 

 これで、川島柚穂さんの一般質問を終わります。川島さん、自

席にお戻りください。 

 ここで、１０分間の休憩といたします。 

 １５時１０分からの再開とします。 

 

 

（休 憩） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議席番号９番、栄中学校、濵本晴輝さんの発言を許します。濵

本晴輝さん、質問者席に移動をお願いします。 

議席番号９番、栄中学校、濵本晴輝です。それでは質問します。 

普段から母が「栄町にはごみ処理場がない」と言っていて、そ

のことについて気になりました。他の市町村には、ごみ処理場が

あることが多いのに、栄町にないのはなぜなのかなと思いまし

た。人口の少なさや、他の事業のことで手一杯など、なにか理由

があるのでしょうか。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、濵本晴輝議員のご質問にお答えいたします。 
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 ごみ処理につきましては、市町村が単独で、または、複数の市

町村が共同して処理する方式があり、栄町では、共同処理方式を

採用し、印西市、白井市の２市と栄町で、「印西地区環境整備事

業組合」を設立し、印西市の区域に「印西クリーンセンター」と

いう施設を設置し、広域ごみ処理事業を行っています。 

その共同処理とした理由といたしましては、１つとして、市町

村ごとにごみ処理施設を整備すると、それぞれの市町村で、多額

の費用が必要となりますが、共同で整備することで、施設を 1

か所に集約して処理が可能となり、個別で施設を整備するより

も、建設費や維持管理費を削減することが出来ます。 

 ２つとして、ごみ処理施設の規模を大型化することで、効率的

な焼却処理が可能となり、焼却処理の際に発生する熱を利用した

事業を行うことができます。 

現在、印西地区環境整備事業組合では、発生した熱を利用して

クリーンセンターの稼働だけでなく、隣接する「温水プール」の

運営や、千葉ニュータウン駅周辺地区の地域冷暖房へ供給するな

ど、環境への影響を抑え、地球温暖化防止に貢献しています。 

３つとして、広域でごみの分別方法を統一することで、リサイ

クルが推進されるとともに、焼却されるごみの減少にもつながる

ことなどのメリットもあります。 

このようなことから、単独で栄町にごみ処理施設を整備するよ

りも効率的・効果的な共同によるごみ処理事業を行っているもの

です。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

濵本晴輝さん。 

ご答弁ありがとうございます。印西市や白井市との共同処理方

式にすることで、様々なメリットがあることがわかりました。質

問を続けます。 

私たちは、いつもゴミを分別して捨てるようにしていますが、

そのゴミの中で、リサイクルされているものが、どこで、どのよ

うに使われているのかを知りたいのですが、どこで詳しく調べる

ことができますか。 

議長。 

経済環境課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 リサイクルされているものが、「どこで」「どのように」使わ

れているかといったご質問ですが、資源物がリサイクル製品にな

るまでには、「収集する」、「リサイクルできない物を取り除い

て圧縮梱包する」、「リサイクル製品にするための材料にする」、

「リサイクル製品を作る」といった段階ごとに取り扱う事業者が

異なるため、町の資源物が「どこで」「どのように」使われてい

るかを追跡することが難しいことを、ご理解いただきたいと思い

ます。 
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なお、資源物のゆくえですが、ただいま、答弁したような段階

を経て、色々な製品に生まれ変わります。例えば、缶類はアルミ

缶や鉄筋材などになります。ビンは再びビンやアスファルト舗装

材などになります。ペットボトルは再びペットボトルや作業着・

卵パックなどになります。プラスチック類は物流で使われるパレ

ットやプランターなどのプラスチック製品になります。紙類や紙

パックは、新聞や雑誌、トイレットペーパーなどに再生され、私

たちの生活の中で使用されています。 

また、布類は中古衣類として海外で再利用されたり、国内で雑

巾などに使用されており、リサイクル製品につきましては、濵本

議員も見たことがあると思いますが、「リサイクルマーク」で確

認が出来ます。 

なお、リサイクルの仕組みなど、詳しくお知りになりたい場合

は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会や産業環境管理協

会資源・リサイクル促進センターのサイトで分かりやすく説明さ

れていますので、ご利用いただければと思います。 

また、ごみを分別してリサイクルすることは環境にとっても大

切な事で、リサイクルを行うことを改めて考えていただく事は大

事なことでもありますので、リサイクルの仕組みに関するサイト

の利用や、詳しく調べられる際は、経済環境課職員が丁寧にご説

明をさせていただきますので、ご連絡いただければと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 濵本晴輝さん。 

ご回答ありがとうございました。ゴミの処理を共同で行うこと

で経費の削減になることがわかりました。これで質問を終わりま

す。 

これで、濵本晴輝さんの一般質問を終わります。濵本さん、自

席にお戻りください。 

 

次に、議席番号１０番、栄中学校、橋本龍一郎さんの発言を許

します。橋本龍一郎さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１０番、栄中学校、橋本龍一郎です。それでは、

質問させていただきます。 

近年、日本では大きい地震から小さい地震まで、様々な地震が

よく起こっています。そしてこの栄町も、地震がよく起こる地域

です。近いうちに南海トラフ地震も起こると言われており、とて

も心配です。そこで質問なのですが、例えば、今大地震が起きた

場合、栄町はどのような対応を取り、町民を守るのでしょうか。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、橋本 龍一郎 議員のご質問にお答えいたします。 

町では地震や風水害、大規模な事故に対応するため「栄町地域

防災計画」を定めています。 
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ご質問の南海トラフ地震が発生した場合、千葉県では震度５強

の揺れが起こると想定されています。 

その想定に基づいて、地域防災計画の中では、職員は勤務時間

内であれば業務を中断又は縮小して、また、夜間や休日の場合は、

速やかに役場に参集して災害対応のための態勢をとることにし

ております。 

同時に、町長を始めとして、各課の課長級の職員により、役場

に災害対策本部を設置して、被害状況の把握と応急対策などにつ

いて協議、決定し、災害対応にあたります。 

初期の段階では、町の職員を 5 つの部に編成して、被害状況の

把握と応急復旧対応、安否確認と避難所の開設・運営、町民の皆

さんなどへの情報の伝達や救援要請、被災者の救助、学校では児

童生徒の安全確認などを行います。 

その他、消防団員や自主防災組織、地域の住民の方などの  

協力をいただき、住民の皆さんの安否確認や倒壊した建物があっ

た場合には、中に取り残された人はいないか、けが人はどうなの

かなど、状況によって人命救助なども行います。 

被害の規模によっては、被害状況の把握や応急対応に時間が 

かかる事が予想されますが、道路や水道、ガス、電気などのライ

フラインの早期復旧、場合によっては仮設住宅の整備など、被災

した町民の方々の暮らしや生活を守るために、災害の規模等に応

じた対策を実施することになります。 

このように町では、町民の方々の命と暮らしを守るために、全

力を尽くしてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

橋本龍一郎さん。 

ご答弁ありがとうございます。町の皆さんが、私達町民を守る

ために様々なことを考え、準備してくださっていることがわかり

安心しましたし、とても嬉しく思いました。これから先、栄町で

もし大きな災害が起きたとしたら、栄町を助けるために、私たち

中学生も、可能な限りの協力をしていきたいと思います。そこで

質問です。私たち中学生が協力できることには、例えばどのよう

なことがありますか。 

議長。 

くらし安全課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

大きな地震が発生したら、まずは自分の身の安全を守る事を  

最優先に考えて下さい。その後に、出来る範囲で協力していただ

きたいと思います。 

ご質問の、災害時に中学生でも協力できる事ということです

が、２０１１年３月に発生した東日本大震災の際には、多くの中

学生が避難所で、トイレなどの掃除やごみの仕分け、洗濯の手伝

い、食料の配給や生活物資などの荷物運びなど、共同生活を維持
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するために活動していただいたという事例があります。 

町では、栄中学校を含めて１２カ所を避難所として指定してい

ますので、避難が長期化した場合には、そのような協力をしてい

ただく事も考えられます。 

また、避難所以外でも、被災した家屋の後片付けの手伝いなど

が考えられますが、被害の状況に応じて協力していただくことも

変わってきますので、学校や町の防災訓練などに積極的に参加す

るなど、日頃から災害に対する知識や意識を高めて欲しいと思い

ます。 

大きな災害時には、被害にあって辛い思いをしている人達が沢

山いるはずです。そんな時だからこそ、みんなが思いやりを持っ

て、協力しあうことが大切ですので、議員の何か協力したいとい

う気持ちは、とても心強く思います。 

町から、協力をお願いすることもあると思いますので、その時

は是非積極的に参加していただければと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 橋本龍一郎さん。 

町の災害対策についての説明ありがとうございました。町民の

ことを考えてくださっていてうれしく思います。私たち中学生と

してできる協力をしていきたいです。これで質問を終わります。 

これで、橋本龍一郎さんの一般質問を終わります。橋本さん、

自席にお戻りください。 

 

次に、議席番号１１番、栄中学校、岡島康汰さんの発言を許し

ます。岡島康汰さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１１番、栄中学校、岡島康汰です。それでは、

質問させていただきます。 

栄町はどの場所にも植物が生えていて、自然豊かで良いと思う

のですが、中にはトゲのある植物や、手が切れるおそれのある植

物も公園などで見かけます。通学路に垂れさがっている木なども

あり、自転車で通行するときにぶつかってしまいます。そこで質

問です。現在、栄町では、町に生えている植物の管理などはどの

ように行っているのでしょうか。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、岡島康汰議員のご質問にお答えいたします。 

 はじめに、町が樹木などの植物を直接管理しているのは公園や

道路に生えているものになります。 

その公園や緑地の除草は年３回、市街地の町道の除草は年２

回、歩道の植栽の刈込みを年１回行うほかに、５年ごとに街路樹

の剪定を行っています。 

また、職員による巡回を定期的に行い、通行に障害となりうる

竹林の伐採や樹木の枝の剪定を随時行っています。 
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この他、町の管理だけでなく公園などの清掃活動を行うアダプ

ト制度に登録されている住民団体が２８団体あり、除草のほかに

駅前広場の花壇の整備や緑道、若草大橋入口の交差点、竜角寺台

の栄成橋前の歩道などへの花植えなどをボランティアで行って

いただいています。 

なお、町内の国道や県道及び利根川堤防の除草などは管理者で

ある千葉県や国土交通省が行っています。 

一方で、道路に接する土地から越境した樹木など、これらの植

物の管理はその土地の所有者が行うことになります。 

このため、職員による巡回や住民の皆さんから頂いた情報を基

に土地の所有者に適切な管理をしていただくよう要請している

ところです。 

ご質問の公園や通学路などで、通学の支障となるような垂れ下

がった樹木などを発見した場合には、すぐに役場へ直接連絡いた

だくか、先生へ連絡してくださいますようお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

岡島康汰さん。 

ご答弁ありがとうございます。町が私達の安全ために定期的に

適切に管理してくださっていることがわかりました。質問を続け

ます。 

令和４年３月に取りまとめられました、町の第５次総合計画後

期基本計画策定に関する町民意識調査結果によりますと、「町と

しての今後の取り組みについて」の調査項目において、「豊かな

自然環境の保全」と回答した割合は全体の 21.3％と、回答した

町民の５人に１人は、町の緑に関心を持っていることが読み取れ

ます。 

そこで、定期的な管理にもかかわらず、植物の成長の早さに対

応が追い付かないことにより生活に支障がある現状を考え、町民

の参加による植物の管理を実施してはいかがでしょうか。また、

ゆくゆくは「町の緑の計画」を策定して、戦略的に都市整備を進

め、町が将来像として掲げる「ひとが元気 まちが元気 みんなで

つくる水と緑のふるさと さかえ」の実現に、町民一体となって

進んでいけばよいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長。 

都市建設課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 町長からの答弁でもありましたように、町民参加による植物の

管理としては、アダプト制度があります。 

このアダプト制度は、皆さんの身近にある道路、公園などの除

草、落ち葉拾い、ごみ収集等を自主的に実施し、町を美しく・き

れいにする活動を行っていただく制度で、町はこの活動に必要な

物資の支給などの支援を行っています。 

現在、登録いただいている団体は２８団体ありますが、どの団
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体も高齢化や人員の確保が困難になってきている状況にあると

聞いております。 

このアダプト制度を継続していくためには、こうした活動に若

い世代の方々が興味を持っていただくとともに参加していただ

けることが重要となってきますので、さらなる啓発に努め町民の

参加をいただき植物の管理を行って参りたいと考えています。 

併せて、近隣市町の管理方法などを参考に町民が参加しやすい

管理についても研究してまいります。 

 次に、「町の緑の計画」の提案についてですが、町では平成６

年度に公園や緑地の配置や整備の考え方及び保全に関する方針

を「緑の基本計画」として策定しているところです。 

今後は、特に保全に関して樹木などの剪定基準を設けるなど、

植物の管理を含めた「緑の基本計画」の見直しを進めていきたい

と考えています。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

岡島康汰さん。 

「町の緑の計画」について説明していただきありがとうござい

ます。町のために町民一体となって取り組んでいきたいです。こ

れで質問を終わります。 

これで、岡島康汰さんの一般質問を終わります。岡島さん、自

席にお戻りください。 

 

次に、議席番号１２番、栄中学校、長沼柚夏さんの発言を許し

ます。長沼柚夏さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１２番、栄中学校、長沼柚夏です。それでは、

質問させていただきます。 

夏場、栄中学校の体育館の中は非常に暑いです。先生方いわく、

印旛郡の中で最も暑い体育館だそうです。そんな体育館での運動

は暑くてとても大変です。一学期後半から夏休み中の部活動、2

学期の体育の際の練習期間の暑さが厳しい時期に安心して効率

的・効果的な活動ができるといいなと思います。そういった体育

館の熱中症対策について、いかがお考えでしょうか。 

議長。 

藤ケ崎教育長。 

それでは、長沼柚夏議員のご質問にお答えいたします。 

栄中には暑さに負けず体育や部活動に熱心に取り組まれてい

る中学生がたくさんいることは承知しています。ご質問にある、

暑い時期の熱中症対策についてですが、教育委員会として各学校

にお願いしていることに次のようなものがあります。 

１つめに、日々の健康観察の充実です。特に体育や部活動前の

健康観察を十分に実施して、無理をさせないように各学校の先生

にお伝えしています。 

２つめに、体育や部活動を実施する際は、熱中症の指標を必ず
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確認してから実施することです。熱中症警戒アラート発令中等の

場合は体育や部活動を実施しないことや、指標が安全圏内でも、

適宜休憩をとり水分補給をするようにしています。その際には、

凍らせたペットボトルを用意していただくなど、ご家庭にも協力

をいただいています。 

３つめとして、体育館での体育や部活動では、昨年度より各校

に配置している大型冷風機を上手に活用し、体温の上昇を防ぐこ

とです。これは気化熱を利用することで、風にあたると体を冷や

すことができ、熱中症の対策に有効です。学校に聞いたところ、

冷風機に水を入れずに使用しているとのことでした。各学校には

きちんと水を入れて正しく使用するように再度伝えました。エア

コンには及びませんが気化熱を上手に利用して、外気より５度低

い冷風を感じてもらえたら幸いです。 

それ以外にも、エアコンの効いている教室を上手に活用し、休

憩に利用したり、教室内でできる簡単な運動をしたりする等の授

業のやり方の工夫をお願いしています。 

 以上、答弁といたします。 

議長。 

長沼柚夏さん。 

ご答弁ありがとうございます。購入していただいた冷風機を、

これからも有効活用していきたいと思います。質問を続けます。 

今年の夏は特に暑く、世界各地で最高気温を更新したというニ

ュースをよく目にしました。きっと来年以降も厳しい暑さになっ

ていくのだと思います。本校では、熱中症対策として、帽子の着

用、軽装の励行を行っています。また、個人的には食事・休養を

しっかりとることを心がけています。 

今後、町では熱中症対策をどのように行っていくか教えてくだ

さい。 

議長。 

健康介護課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

熱中症については、政府も現状を重く受け止めており、本年５

月３０日に「熱中症対策実行計画」を閣議決定し、２０３０年ま

でに熱中症による死亡者数を、現状から半減することを目指す事

としました。 

この中で、熱中症対策として、国、地方公共団体、事業者、国

民などの果たすべき役割が明記されており、町としては、国及び

県と連携し、熱中症対策の推進に努めているところです。 

町での取り組みの主なものとしては、何よりも住民の命を守る

ために、環境省より熱中症警戒アラートが発令された場合は、栄

町情報メール、ＳＮＳ及び防災無線等にて、住民に周知し、注意

喚起を行っています。 

また、熱中症予防対策としては、１つとして、町内各地域から

選出され、健康づくりに関する活動を行う「栄町健康づくり推進
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員」を通じ、地区住民に熱中症予防について啓発を図っています。 

２つとして、高齢者の保健事業で、高齢者が集まっている場等

において、熱中症予防に関するチラシを配布するなどし、啓発を

図っています。 

３つとして、高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業で、高

齢者宅を訪問するなど、電話をする機会を活用して、保健師など

の専門職が、直接、熱中症に対する予防、啓発を行っています。 

４つとして、栄町広報紙、ホームページを活用し、熱中症予防

について周知しています。 

予防策としては、長沼議員からもありましたように、日頃から、

バランスの良い食事と十分な睡眠による体調管理や、室内ではエ

アコンなどを利用して、室内の温度を２８℃以下に保ち、屋外で

は涼しい服装で、帽子や日傘を利用するのは重要な事なので、予

防啓発活動を行っていきます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 議長。 

 長沼柚夏さん。 

熱中症対策についてのご回答ありがとうございました。これか

らも暑い時期の熱中症対策に力を入れていきます。これで質問を

終わります。 

これで、長沼柚夏さんの一般質問を終わります。長沼さん、自

席にお戻りください。 

 

次に、議席番号１３番、栄中学校、城生海都さんの発言を許し

ます。城生海都さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１３番、栄中学校、城生海都です。それでは、

質問させていただきます。 

私たちが住んでいる栄町は龍の伝説があるなど、歴史のある町

ですが、栄町以外に住んでいる人達には、そのようなことはあま

り知られていないのではないかと思います。そこで質問です。現

在、栄町では YouTube などを活用して栄町の歴史や町の魅力を紹

介するなどの活動を行ったりしていますか。 

議長。 

橋本町長。 

それでは、城生海都議員のご質問にお答えいたします。 

 町内には、城生議員がおっしゃるように、国指定史跡や重要

文化財が所在する龍角寺をはじめ、龍角寺古墳群・岩屋古墳など

の様々な歴史的資源、地域に伝わる伝統芸能や行事、また、豊か

な自然環境の中で育ったおいしい米や野菜、特産品のどら豆など

の農産物、その他にも利根川や長門川などの河川や里山など、貴

重な資源がたくさんあります。 

その魅力を町外に積極的に発信し、広く知ってもらうことは、

町の活性化にとっても重要だと考えています。 

ご質問の、町の歴史や魅力を知ってもらうための取り組みとし
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ては、１つとして、ホームページの他に、ＬＩＮＥ、Instagram

などの公式ＳＮＳを活用し、町の歴史や観光スポット、イベン

ト、地域の風景など、様々な情報を発信しています。また私自

身も、今年から町のホームページ上で、町長フォト日記と題し

て町の出来事や魅力を伝えています。皆さんも各ＳＮＳのフォ

ローや「いいね」などをお願いいたします。 

２つとして、リバーサイドさかえドラムマラソンなどの町のイ

ベントで、町外からの多くの来場者に、特産品のＰＲや観光関連

のパンフレットの配布等を実施することや、町外の大型ショッピ

ングセンターや、国や県などが行う物産展などで、特産品の販売

や栄町のＰＲなどプロモーション事業を行っています。 

３つとして、Bay‐fm やケーブルネット２９６などの情報番組

を活用して、特産品や町のイベント・祭りなどの魅力を広く伝え

ています。 

しかしながら、町からの情報発信だけではなかなか広がらない

面や、町職員が知らない魅力もあると思いますので、町の誇りを

共有している町民の皆さんや町外の栄町ファンの皆さんに参加

していただく取組も必要と考えています。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

城生海都さん。 

ご答弁ありがとうございます。町の魅力を伝えるためにＳＮＳ

等を活用していることがわかりました。質問を続けます。 

 私は学校の社会の授業で、龍角寺の特別展示について先生から

紹介されました。先日、ふれあいプラザさかえに行き、布目瓦や

銅製経筒などの出土遺物を、とても興味深く見学させていただき

ました。自分の住む町に１３００年の歴史を誇る関東最古の寺院

のひとつがあることに、驚くと同時にとても誇りに思いました。 

そこでお尋ねします。この素晴らしい企画展をふれあいプラザ

さかえでの展示期間が終了しましたら、町内の４つの小学校と、

最後に栄中学校でも「巡回展示」していただけないでしょうか。

ぜひ町内全児童生徒に本物に接する機会をお願いいたします。 

議長。 

生涯学習課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

現在行っている展示は、早稲田大学をはじめ、千葉県や町の所

有する資料を集めて実施しています。 

ご提案いただいた「本物に接する機会」はとても重要で、町内

全ての児童・生徒のみなさんに観ていただき、町の貴重な歴史に

触れて欲しいと考えています。 

現在の展示は、来年２月２８日まで、ふれあいプラザさかえに

て実施しているため、来年度以降の「巡回展示」につきましては、

警備などの方法を含め、早稲田大学などと協議して参ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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議長。 

城生海都さん。 

「巡回展示」についてのご回答ありがとうございました。これ

を機に町の歴史や魅力について考えていきたいと思います。これ

で質問を終わります。 

これで、城生海都さんの一般質問を終わります。城生さん、自

席にお戻りください。 

 

次に、議席番号１４番、栄中学校、髙安全さんの発言を許しま

す。髙安全さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１４番、栄中学校、髙安全です。それでは、質

問させていただきます。 

学校で生活をしていると、地域の方たちと関わる機会があまり

ないなと感じます。地域の人達とともに、栄中学校を今よりもさ

らに居心地の良い学校にしていきたいと思うので、交流の機会を

作ることも大切だと思います。そこで質問です。例えば、栄町に

はどらまめという名産品があるので、それらの調理を地域の人と

行ったり、生徒や地域の人の特技を披露したり、経験談を話した

りする行事があると、地域の一体感が生まれるかなと思うのです

が、町としてはいかがお考えでしょうか。 

議長。 

藤ケ崎教育長。 

それでは、髙安 全議員のご質問にお答えいたします。 

 町内小中学校の児童・生徒と地域の方々との関わりについて

は、髙安議員のおっしゃるとおり、地域との交流の機会をさらに

増やすことで、学校への理解が深まり一体感が生まれ、地域の力

を活かした学校運営ができるようになると考えております。 

そこで町では、今年度４月よりコミュニティ・スクールを全小

中学校に導入し、「学校と保護者や地域住民が一体となって、児

童・生徒の皆さんが過ごしやすい学校づくり」ができるよう取り

組みを始めたところです。コミュニティ・スクールでは、学校・

職員・保護者・地域の方々が「学校運営協議会」に参加し、学校

と地域の共通した目標を確かめ合い、同じ目標に向かってお互い

が役割を分担しながらさまざまな取り組みを行うこととしてお

ります。その中でも、各小学校の地域で組織するふれあい推進委

員会等が「登下校の見守り」や「プリントの丸付け」、「花壇の

整備」など、児童との交流を深めながら学校生活のサポートを行

っております。 

 今後は、栄中学校でもコミュニティ・スクールを進めていき、

その中で、どらまめ生産者と一緒に「どらまめ料理」を作る交流

会や「地域で得意な技術や技能」をお持ちの方から教えていただ

くイベント、「地域の方の様々な経験談交流」など、特色のある

交流活動が推進できるよう、サポートして参りたいと考えており

ます。 
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また、「伝統文化」や昔から伝わる「民話・伝説」なども、地

域の方々によって伝承されておりますが、中でも昨年度は、栄町

に伝わる「龍伝説」の絵本を作成しましたので、町が行うイベン

トの中で、「中学生が行う読み聞かせ」など、実施していきたい

と考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 

以上、答弁といたします。 

議長。 

髙安全さん。 

ご答弁ありがとうございます。「コミュニティ・スクール」に

よって、これから栄町が一体となって学校づくり、町づくりがな

されていくことに期待しています。質問を続けます。   

地域の方たちとより気軽に、頻繁に関わるためには、それに相

応しい「場」の設定が肝心だと考えます。 

そこで伺います。栄中学校の生徒と地域の方が交流できる「サ

ロン」のような空間を、まずは栄中学校を拠点にスタートし、い

ずれは４つの小学校にも同様の施設を展開してみてはいかがで

しょうか。学校には現在生徒数の減少により、授業等で使用して

いない教室などがあります。交流サロンにすることで空き教室の

有効活用にもなります。いかがでしょうか。 

議長。 

生涯学習課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

町内の各小学校区では、地域の方々で組織する「自治会」や「ふ

れあい推進委員活動」など、様々なコミュニティが存在し、地域

住民の交流などを行うイベントを実施しています。 

髙安議員をはじめ、多くの中学生のみなさんに、この地域の取

組に積極的に参加していただくことで、地域コミュニティ活動が

活性化されるものと期待しております。 

また、「サロン」などの交流の場につきましては、放課後の居

場所づくりなどを含め、関係各課と相談して参りたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

髙安全さん。 

地域の方との交流についてのご回答ありがとうございました。

これからは積極的に地域の方と交流していきたいと思います。こ

れで質問を終わります。 

これで、髙安全さんの一般質問を終わります。髙安さん、自席

にお戻りください。 

 

次に、議席番号１５番、栄中学校、芝原悠爾さんの発言を許し

ます。芝原悠爾さん、質問者席に移動ねがいます。 

はい。議席番号１５番、栄中学校、芝原悠爾です。それでは、

質問させていただきます。 
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現在、ふれあいプラザさかえの中に図書室がありますが、蔵書

の種類が児童書や難しい本などが多く、小説などの種類の本が少

ないと感じます。また、ふれあいプラザの中には自習室がありま

すが、定期テスト前になると人が多くなってしまうので、多くの

スペースのある自習室があると良いなと感じます。そこで提案で

す。栄町に新たに図書館を作り、その中に自習室を併設していた

だけると、小中学生向けの本も増やせますし、学習環境も充実す

ると思うのですが、いかがでしょうか。 

議長。 

藤ケ崎教育長。 

それでは、芝原悠爾議員のご質問にお答えいたします。 

いつも、ふれあいプラザさかえの図書室をご利用いただき、あ

りがとうございます。現在、図書室の蔵書数は、全体で約５万９

千６百冊ありますが、そのうちライトノベルと呼ばれる若者向け

の小説は約６００冊しか蔵書していない状況です。 

図書の購入につきましては、今までの貸出し状況を見ながら司

書が図書の選定を行っておりますが、現在はライトノベルと呼ば

れる図書のニーズが少ない状況ですので、今後、相互貸借の予約

状況により購入の検討をしてまいります。 

この相互貸借とは、図書室に蔵書していない図書について、千

葉県内の図書館ネットワークにより、お互いに貸し借りする制度

となっております。 

次に、ご質問の「新たに図書館を作ること」につきましては、

多額の建設費や維持費がかかるため、新たに図書館を建設する予

定はありません。 

また、ご質問の「自習室を併設していただけること」につきま

しては、現在のふれあいプラザさかえには「資料閲覧室」が設置

されておりますが、自習室の機能を含めた形で、多くの皆様に利

用いただいております。 

芝原議員がおっしゃるとおり、定期テスト前には利用者が増え

ておりますが、対策として利用頻度が多くなる時期において、ふ

れあいプラザさかえ内の「空き部屋を開放する」など、

「利用者混雑の解消」を図っているところでございます。 

今後は、ふれあいプラザさかえ内の各部屋の「利用方法の検討」

や、図書室を町民の皆様が利用しやすくするための「新しい空間

づくり」など、工夫を凝らしながら「学習環境を充実」させてい

きたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

議長。 

芝原悠爾さん。 

ご答弁ありがとうございます。自習室の併設について、空き部

屋の活用を検討していただいていることがわかりました。質問を

続けます。 

 この夏、同級生が町の主催する日本食研基金中学生海外派遣事
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業でオーストラリアに研修に行ってきて、たくさんの写真を見せ

てくれました。 

 その写真の中に、ビクトリア州立図書館がありました。ビクト

リア州立図書館は、「死ぬまでに一度は訪れたい図書館」と言わ

れている、世界で最も美しい図書館のひとつだそうです。 

 ですが私が一番興味を引かれたのは、美しい建物ではなく、図

書館内に設置されている机の形でした。ビクトリア州立図書館に

は、共同研究する利用者のために、グループ用の机が設置されて

いて、各机には電源コンセントと USB ハブが完備、館内の無料

Wi－Fi も整備されているそうです。利用者がパソコンを持ち込

んでの共同作業を想定してデザインされているのだなと思いま

した。 

私達も、学校では個人で進める学習だけでなく、グループでの

調べ学習やプレゼンテーションなど、いわゆる「協働的な学び」

が多くなっています。放課後や休日に、気軽にチームの仲間と集

まり、町から１人１台配付していただいているタブレットを広げ

て学び合いができるテーブルがふれあいプラザさかえにあれば、

探求的な学びを進めることができるのですが、いかがでしょう

か。 

議長。 

生涯学習課長。 

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

芝原議員のおっしゃるとおり、個人で進める学習や、グループ

で「協働的な学び」に取り組むことは大変重要であり、必要であ

ると考えております。 

 そこで、「協働的な学び」の機会の創出のため、皆さんが学校

で活用しているタブレットが使用できるよう、無料 Wi－Fi の充

実に向けた調整を行っていきます。 

また、利用者が気軽に集えるテーブルの設置や、コンセント・

ＵＳＢハブなど、付随する設備の設置につきましても、併せて検

討して行きたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長。 

芝原悠爾さん。 

図書館についてのご回答ありがとうございました。今後も積極

的に図書館を利用させていただきたいと思います。これで質問を

終わります。 

これで、芝原悠爾さんの一般質問を終わります。芝原さん、自

席にお戻りください。 

 

 これで、一般質問を終わります。 

＜一般質問終了＞ 

 本日は、私たち小・中学生の町へ対する質問について、とても

丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。 




